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埼玉県みどりの学校ファーム推進方針の要旨

策 定 の 背 景 と 趣 旨

食育の推進、学校教育における体験活動の増進、農地の有効活用という一石三鳥の取組

として学校ファームを提唱。

学 校 フ ァ ー ム と は

１ 推奨する学校ファーム

通学路沿いなどで学校の近隣の農地を活用

して、植付けから収穫までの複数の生育過程を

学ぶ形態のもの。広さは約 10㌃程度。

２ 地域や学校の状況に応じた学校ファーム

近隣に農地がないなどやむを得ない場合。

(1) 郊外の農地を活用して行う学校外農園

(2) ﾌﾟﾗﾝﾀｰやﾊﾞｹﾂなどの利用や敷地の一角を

農園化し作物の栽培体験を行う学校内農園

学校ファームをめぐる状況

１ 食育基本法など関連法令の整備や学校教育における体験活動の推進により、学校ファ

ームの取組を進める環境が整ってきた。

２ 県内の全公立小中学校にアンケート調査を実施

・小中学校では、現在７３％が農業体験を実施

・未実施の学校でも３３％が条件が揃えば農業体験の実施を希望

学 校 フ ァ ー ム の 意 義

１ 食育上の意義：食物への関心や大切さ、食に関わる人々への尊敬

２ 教育上の意義：豊かな人間性を育み、生きる力を身につける

３ 農業上の意義：地産地消の促進、農地の有効活用

４ 地域社会とのかかわりにおける意義：学校ファームを軸とした地域コミュニティ再生
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学校ファーム推進の基本方針

４つの方針に沿って、学校ファームの積極的な推進。

方針１ 平成２３年度までに、全ての小中学校で学校ファームの取組を実施

方針２ 地域の課題に応じた取組の促進と推進マニュアルの作成

方針３ 教育関係団体や農業団体などとの連携により裾野の広い取組を支援

方針４ 地域社会との協働を促進し、地域住民による支援体制の確立

推 進 体 制

１ 県段階

(1) 本 庁：「みどりの学校ファーム推進会議」を中心に、知事部局、教育局の連携

を強化、推進マニュアルの作成などを通じて、地域、学校の取組を支援。

(2) 地域機関：地域振興センターや農林振興センター、教育事務所の連携による支援体
制を構築、ＪＡなど団体との協働を推進。

２ 市町村段階

市町村長部局や教育委員会と併せ、市民等を巻き込んだ推進体制づくり。

３ 学校単位

教職員の役割分担と、外部の支援組織と連携した効果的な支援。

【 目 標 値 】

学 校 フ ァ ー ム 実 施 校 １ ０ ０ ％

平 成 ２ ３ 年 度

【 現 状 値 】

農 業 体 験 活 動 実 施 校 ７ ３ ％

平 成 ２ ０ 年 度

行 政 等

県 、市 町 村 、農 業 委 員 会 、
教 育 委 員 会 、協 議 会 、 Ｊ Ａ
等

【 み ど り の 学 校 フ ァ ー ム 】

設 置 に 向 け た 話 合 い

農 地 の 確 保

栽 培 ・管 理

収 穫 ・行 事

作 物 選 定 ・場
所 ・管 理 手 法 等

農 地 所 有 者
と の 調 整

栽 培 体 験 ・草 取 り
等 管 理 の 実 施

地 域 で 支 え る 学 校 フ ァ ー ム の イ メ ー ジ

学 校

児 童 生 徒 ・教 職 員 ・保 護 者 ・
学 校 給 食 関 係 者 等

地 域 住 民
ボ ラ ン テ ィ ア 等

農 業 者 、自 治 会 、 Ｎ Ｐ Ｏ 、
学 生 、企 業 等


